
令和６年４月１９日 

 

自 治 区 長  様 

 

飯南町長 塚 原 隆 昭 

（ 頓原基幹支所 ） 

 

自治会活動保険について 
 

 飯南町では、自治会活動に関する保険に加入しています。この保険は、

自治区・自治会・組で実施される自治会活動に伴い発生した傷害や賠償責

任等が対象で、詳細については下記のとおりです。 

  

自治会活動で保険の対象となる事故等が発生した場合は、速やかに下記までご連絡く

ださい。 

 飯南町役場  ７６－２２１１     頓原基幹支所  ７２－０３１１ 

 来島支所   ７６－２３９３     志々支所     ７３－０００１ 

補償内容 保険金額 被保険者等 内    容 

賠償保険 ２億円 
自治会等 

住民 

施設の欠陥や自治会活動等に起因する 

対人・対物事故共通／１事故につき 

死亡 

後遺障害 
1,000万円 住民 

●死亡保険金 1,000万円 
（事故の日を含めて 180日以内に死亡された場合） 

●後遺障害 1,000万円×4～100％（程度に応じて） 
（事故の日を含めて 180日以内に身体に後遺障害が生じた場合） 

入院日額 5,000円/日 住民 
事故の日からその日を含めて 180日以内の入院で 

●入院実日数×5千円 
（平常の業務への従事または生活ができなくなり入院された場合） 

通院日額 3,000円/日 住民 
事故の日からその日を含めて 180日以内の通院で 

●90日を限度に実日数×3千円 
（平常の業務への従事または生活に支障が生じ通院された場合） 

傷害見舞費用 
4,000円 

 ～10万円 
自治会等 

●死亡 10万円 

●後遺障害 10万円×4～100％（程度に応じて） 

●入院 31日以上 2万円 

   15～30日 1万円 

    8～14日 5千円 

費用損害 １００万円 自治会等 損害額の７０％（仕出弁当、会場使用料、設営費等） 

回 覧 



自治会活動保険 事故発生報告書 
 

被災者氏名  

生年月日  

住  所  

連絡先(電話番号)  

 

事故の発生状況（いつ、どこで、だれが、なにを、どうした、なぜ等々） 

 

 ・令和  年  月  日 午前・午後   時  分頃発生 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

令和６年４月１９日 

 

自  治  区  長  様 

（自治会長・組長） 

飯南町長 塚原 隆昭 

（ 防災危機管理室 ） 

 

 

出前講座（防災対策）の開催について 

 

平素は、防災行政に格別のご理解とご協力をいただき厚くお礼申しあげます。 

近年は、各地で地震や豪雨など自然災害が頻発しており、災害への備えが一層大切とな

っています。 

このことから、今年度、防災対策についての出前講座を計画いたしました。つきましては、

地区内へ周知いただき、多くの地区で活用いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

１．対象者 

・町内在住者又は町内の事業所・学校等に通勤若しくは通学する方で、概ね１０人以上

の参加者が見込まれる団体等 

 

２．出前講座の内容 

・防災対策について 

（「防災情報の利用の仕方や備蓄品の備えなど」について、飯南町気象防災アドバイザ

ーからの説明を予定していますが、希望する内容がありましたらご相談ください） 

 

３．開催時間・会場 

・午前１０時から午後９時までのうち１時間３０分程度（質疑含む）で、会場は町内に限り

ます。 

・出前講座に係る施設の使用及び運営については、出前講座受講希望団体の代表者(申

込者)の責任で行っていただきます。 

 

４．申し込み 

・開催希望日の１４日前までに電話等により防災危機管理室へご連絡ください。 

 

回 覧 

お問合せ：防災危機管理室 

電話７６－２２１１ 

FAX７６－２２２１ 



回 覧 

令和６年４月１９日 

 

自 治 区 長 様 

飯南町長 塚 原 隆 昭 

（ 住 民 課 ） 

 

 

飯南町新エネルギー設備導入促進事業補助金について 

 

平素は、新エネルギー行政に格別のご理解ご協力いただき、厚くお礼申し上げます。 

さて、本町では令和５年３月３日に「ゼロカーボンシティ」を宣言し、脱炭素のまちをめざすこ

ととしました。 

設備を導入される場合、「飯南町新エネルギー設備導入促進事業補助金交付要綱」に基づ

き、審査の上、補助金を交付しますので、みなさまの積極的な事業のご活用をお願いします。 

つきましては、要綱（要旨）について回覧いただき周知いただきますよう、よろしくお願いい

たします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ 

 飯南町役場 住民課 

電話：７６－２２１３ 



飯南町新エネルギー設備導入促進事業補助金交付要綱 

（要旨） 

◆趣旨 

  住民が地球温暖化防止対策に有効なシステムを設置することにより、飯南町における温室

効果ガス排出の削減を図ることを目的として、新エネルギー設備を導入する者に対して費

用の一部を補助するもの。 

 

◆補助対象事業 

（１）住宅用太陽光発電設備を設置する場合 

（２）木質バイオマス熱利用設備（薪ストーブ、薪ボイラー又は木質チップボイラー）を新規

設置する場合 

（３）太陽熱利用設備（ソーラーシステム）を設置する場合 

（４）蓄電池設備を設置する場合 

 

◆補助対象経費及び補助金額 

区分 対象経費 

補助金額 

【町補助金】 
【加算金】 

（県補助金） 

住宅用 

太陽光 

発電設備 

設置費用 
30,000円／kW以内 

（上限・4kW 120,000円） 

１５,000円／kW以内 

（上限・4kW ６0,000円） 

木質バイオ

マス熱利用

設備 

設置費用 
1／3以内 

（上限・１５０,000円） 

町補助金と同額 

（上限・１５０，０００円） 

太陽熱 

利用設備 
設置費用 なし 

設置費用の１／３ 

（上限・２００，０００円） 

蓄電池設備 設置費用  なし 
５０，０００円 

（上限・設置費用） 

※県補助金は、加算金として町から一括交付します。 

 

 

 



（補助金のイメージ図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆対象者 

対象者は、町内に居住あるいは営業を営む目的で自らが所有し、若しくは所有する予定

の住宅（店舗、事務所等との兼用住宅を含む）において、未使用の新エネルギー設備を設置

する者であって、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。 

（１）これまでに新エネルギー設備導入促進事業補助金の交付を受けていない者 

（２）令和 7年 3月末までに設置工事が完了し同日までに稼動できる者 

（３）町税を滞納していない者 

（４）町内に事務所もしくは事業所を有する法人又は個人事業者の施工する者 

 

◆交付申請など 

補助の条件や各種手続きについて説明をする必要があります。申請を希望される方は、

契約までに住民課（電話：７６-２２１３）までお問い合わせください。  

※業者の紹介はできません。 

 

◆交付申請の〆切  令和 6年 11月 29日（金） 

 

◆その他   予算がなくなり次第、事業を終了します。 

例）○○さんが太陽光発電（住宅用）を申請された場合 

工事費：2,000,000円 

システム容量：4kW      の場合  

 

 

 

 

 

 

               

               

【町交付額】 

 

 

（合計）１８0,000円 

町補助金 
3万円×4kW＝12万円 

加算金（県補助金） 
１万５千円×4kW＝６万円 



•下水道、浄化槽の新規接続工事で、工事費が
50万円（税込）以上の工事

※令和４年度から新築も対象となっています。
条件等

助成金 工事費の10分の1（上限10万円）

詳しくは建設課までお問い合わせください
建設課 76-3942

下
水
道
接
続

エ
コ
リ
フ
ォ
ー
ム

•窓、扉、床等の断熱改修、節水型便器、高
断熱浴槽等への改修工事で、エコリフォー
ムに係る部分の工事費が50万円（税込）以
上の工事

•事前にエコ診断を受けること（必須）
※エコ診断料5,000円は助成金から差し引き
ます。

条件等

助成金 工事費の10分の2（上限20万円）

下水道+エコ 全ての要件を満たせば最大30万円！

回 覧

【基本条件】 ・飯南町に住民登録済で町税等滞納のない方
・個人住宅、店舗等併用住宅が対象
・リフォームの場合は、町内業者を利用した工事であること
・必ず着工前に申請すること



令和６年４月１９日 

自治区長 様 

飯南町長 塚原 隆昭 

（建設課） 

  

町道頓原長谷線道路改良に伴う通行規制について 

平素より、町の建設事業につきまして、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

このたび町道頓原長谷線において、交差点部の改良を目的とした工事を行います。 

関係者の皆さまにおかれましては、工事中大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解

とご協力を頂きますようお願いいたします。 

 

記 

１．業務名 

令和 5 年度（交付金）町道頓原長谷線道路改良工事（12 工区） 

   ２．工事期間 

     令和６年５月１日 ～ 令和６年９月３０日 まで 

     ※天候等の理由で工期については短縮・延長する場合があります。 

３．業務目的 

町道頓原長谷線道路改良工事におけるみせん付近の交差点部工事のため。 

工事範囲にあっては裏面図のとおり。 

４．規制期間 

  全面通行止め 令和６年６月１日～令和６年９月３０日 

５．作業位置 

  飯南町 頓原地内 みせん入口交差点 

６．みせん入口 

      みせんへの進入路については、別紙図面内黄色線の国道５４号みせん前バス停 

に仮進入路を設置します。 

   ７．歩行者経路 

     歩行者は別紙図面内、青線の経路を通行可能です。 

８．お問い合わせ  

 （発 注 元）飯南町役場  建設課  土木担当  Tel 0854-76-3942 

  （施工業者）株式会社 藤原建設           Tel 0854-72-0154 

 

回覧 



 

 

   改良後交差点 

   改良後用水路 

 工事範囲 

裏面 



駐車禁止

駐車禁止

みせん仮入口

工事現場

全面通行止め

全面通行止め

令和６年６月１日～

ー 規制線

ー 歩行者

ー みせん進入路

別紙



＼増改築したい／
（45歳以下）

＼空き家を買いたい／
（65歳以下）

▶実家の敷地に家を建てたい

飯南町の住宅支援制度

最大

万円
410

▶空き家を購入して住んでみたい

▶木の香りがする家で暮らしたい

＼個人向けの住宅の建築・増改築、空き家の購入を考えている方へ ／

- - こんな方におすすめ - -

の補助が受けられます
(対象・条件・補助額は下記)

個人向け住宅の建築費や増改築費、空き家の購入費の一部を支援します。

（町内在住者、ＵＩターン者に限る）

※審査が必要な場合があります。制度を利用する際は、事前にご連絡ください。
問合せ／まちづくり推進課(７６-２８６４)

○延床面積７０㎡以上の住宅
→建築費の１/１０補助(上限１００万円)

○住宅新築の際の土地購入・造成
→造成費の１/２補助(上限５０万円)

○下水道の接続
→１０万円

○利子補填(※ＵＩターン者は６５歳以下も可)
→５０万円

○延床面積７０㎡以上の住宅
→建築費の１/１０補助(上限１００万円)

○住宅新築の際の土地購入・造成
→造成費の１/２補助(上限５０万円)

○１０㎥以上の町産材木材使用
→１００万円～(上限２００万円)（年齢制限なし）

○下水道の接続
→ １０万円

○利子補填(※ＵＩターン者は６５歳以下も可)
→５０万円

○現在の住居を増改築
→増改築費の１/２補助(上限５０万円)

○下水道の接続
→１０万円

○利子補填(※ＵＩターン者は６５歳以下も可)
→５０万円

【町産材を使って建てる】 【町産材を使わずに建てる】
最大補助額
４１０万円

最大補助額
１１０万円

最大補助額
１１０万円

最大補助額
２１０万円

令和４年４月
からスタート
(令和７年３月まで)

○空き家購入(※町内在住者は４５歳以下)
→購入費の１/２補助(上限５０万円)

○下水道の接続
→ １０万円

○利子補填(※ＵＩターン者は６５歳以下も可)
→ ５０万円

＼新しく家を建てたい／
(45歳以下）

回覧



回�覧

業務内容 お問合せ

ごめ
たと

は・
・・

出雲
弁で

、全
部・

まと
めて

・一
緒に

とい
う意

味で
す。

飯南町定住⽀援センターは、移住・定住相談業務を
「特定⾮営利活動法⼈�⾥⼭コミッション」へ委託しました。
これに伴い、移住・定住希望者からの様々な相談やニーズに対し
て、より柔軟な対応やきめ細やかな⽀援が可能となります。

飯
南
町定住支援センタ

ー

4月1日よりスタート！

空き家バンクの運営

移住・定住相談窓口

移住者のフォロー

２

１

３

ごめたで飯南町
（飯南町定住支援センター）

住所／飯南町上赤名1664番地

TEL／0854-76-2520
FAX／0854-76-2013

（NPO法人 里山コミッション内）

詳しくはコチラ
飯南町ホームページ

NPO法人　里山コミッション
公式ホームページ



補助対象事業

令和6年4月１日から令和7年3月31日までに実施される以下の事業

交流事業

ア．団体交流型
対象団体同士が広島広域都市圏内において交流する事業
例）飯南町内の自治会が、先進的な取組を行う邑南町内の自治会を
視察し、意見交換を行う事業

イ．イベント出展型
対象団体が広島広域都市圏内において開催されるイベント等
に出展する事業
例）広島市内で開催するイベントに飯南町内の商工会等が出展する事業

単独事業 対象団体が広島広域都市圏内において地域資源の視察等を行う事業
例）飯南町内の自治会が安芸高田市を訪れ、神楽を鑑賞し、団体内の交流を図る事業

⑴ 広島広域都市圏内に所在する地域活動団体
（町内会、自治会、地区社会福祉協議会、地域運営組織、子ども会、老人クラブなど）

⑵ 広島広域都市圏内に所在する産業関連団体
（商工会、商店街、農協、事業組合など）

【条件】 ①団体の構成員の過半数は地域の住民や事業者が占めていること。

②団体の運営に関する規程（規約、会則、定款等）を設けており、地域の維持や
課題解決、活性化等につながる活動を行っていることが確認できること。

対象団体

【広島広域都市圏】 交流活動促進事業

補助対象経費

補助率・補助上限額

事業区分 補助率 補助上限額

交流事業 対象経費の 10/10 １人当たり１万円かつ 1団体２０万円

単独事業 対象経費の 1/2 １人当たり5千円かつ 1団体1０万円

回 覧

公共交通型
3名以上参加する事業において、集合地点から目的地を往復するために利用す
る公共交通※の運賃 ※JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶等

貸切バス型
10名以上参加する事業において、利用する貸切バス※利用料金（バス借上料のみ）
※道路運送法に基づく一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貸切旅客自動車運送事業の許可事業者が
運行する貸切バスに限る。

※同一市町内での活動も対象となります。

※年度内に交流事業と単独事業それぞれ2回まで申請可能

町内で活動する地域団体が、広島広域都市圏※内の団体との交流や

イベント出展、地域資源の視察等で公共交通を利用する際の経費を補助します。

※広島広域都市圏：広島県、山口県、島根県の以下の30市町で構成する圏域

広島県：広島市、呉市、竹原市、三原市、三次市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、
江田島市、 府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町

山口県：岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町
島根県：浜田市、飯南町、川本町、美郷町、邑南町

※貸切バス型は、予算の執行状況等を踏まえて、年度途中に書類選考方式に変更される場合があります。



飯南町まちづくり推進課 企画担当
〒690-3513 飯南町下赤名880番地
ＴＥＬ：0854-76-2864
ＦＡＸ:0854-76-2221

問合せ先・申請先

申請方法

補助事例

① 事前協議
活動を実施する月の前月1日から活動実施日の概ね2週間前までに、下記の申請先へ

必要書類を提出してください。
申請書類は、役場本庁舎・各支所でお渡しします。

② 活動実施
対象団体が活動を実施。
※ 活動を実施したことが確認できる写真等を撮ってください（③交付申請・請求の手続きで必要）。
※ 交流事業ア（団体交流型）の場合は、交流先団体に活動実施証明書を記入してもらってください。

③ 交付申請・請求
活動実施後、３０日以内または令和7年３月31日のいずれか早い日までに、
下記の申請先へ必要書類を提出してください。
※ 補助金交付は交付申請の約1か月後となります。

事業実施主体：広島広域都市圏協議会（事務局：広島市企画総務局広域都市圏推進課）

※ 事前協議なく活動実施した場合は、補助金を交付することができません。

広島広域都市圏
ホームページ

○ 交流事業（補助率：10分の10）

ア（団体交流型）：対象団体同士が広島広域都市圏内で交流する事業

イ（イベント出展型）：対象団体が広島広域都市圏内で開催されるイベント等に出展する事業

自宅 ⇆ 新白島駅 ⇆ 大塚駅 ⇆ 浜田駅前 ⇆ 目的地（視察・意見交換）
ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ：410円路線ﾊﾞｽ

例：広島市内の対象団体３名が浜田市内の対象団体と浜田市で交流（補助上限額：1万円×3名＝3万円）
（ここで集合） 高速ﾊ゙ｽ：2,810円 路線ﾊﾞｽ：１７０円

3,390円×2（往復分）×3名＝20,340円（補助額）

自宅 ⇆ 岩国駅 ⇆ 西条駅（酒イベントに出展）
ＪＲ：1,340円路線ﾊﾞｽ

例：岩国市内の対象団体5名で東広島市で開催される酒イベントに出展（補助上限額：1万円×5名＝5万円）

（ここで集合）

1,340円×2（往復分）×5名＝13,400円（補助額）

対象団体が広島広域都市圏内において地域資源の視察等を行う事業

自宅 ⇆ 三次駅前 ⇆ 美土里BC ⇆ 神楽門前湯治村（神楽鑑賞）
路線ﾊﾞｽ

例：三次市の対象団体8名が安芸高田市内の神楽門前湯治村で神楽鑑賞（補助上限額：5千円×8名＝4万円）
（ここで集合） 無料送迎ﾊﾞｽ高速ﾊﾞｽ：640円

640円×2（往復分）×5名×1/2（補助率）＝3,200円（補助額）

○ 単独事業（補助率：2分の1）

自宅 ⇆ 美郷町役場 ⇆ 平和記念公園（平和学習）
路線ﾊﾞｽ

例：美郷町の対象団体10名が広島市内の平和記念公園で平和学習（補助上限額：5千円×10名＝5万円）
（ここで集合） 貸切ﾊﾞｽ：15万円（ﾊﾞｽ借上料）

15万円×1/2（補助率）＝75,000円>50,000円（補助額＝補助上限額）

広島広域都市圏マスコットキャラクター
ひろしま都市犬はっしー

※ 各手続に必要な書類など、
詳細は広島広域都市圏ホームページを
ご確認ください。
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令和６年４月１９日 

 

自治区長 様 

 

                      飯南町長 塚 原 隆 昭 

   （ 産 業 振 興 課 ）                          

                            

令和６年度「緑の募金」のお願いについて 

 

 平素は、緑化推進運動に格別のご理解ご協力を賜り、誠にありがとうございま

す。 

森林は国土の保全、水源のかん養、木材の生産など重要な働きがあり、国民の

かけがえのない財産です。このような中、森林づくり活動に対する社会的認識を

高めて行くことが、重要な課題となっております。 

つきましては、森林の保全と森林づくりの推進を目的としまして、例年のとお

り「緑の募金」が行われますので、町民の皆様方のご協力をお願い致します。 

なお、募金の納入については下記のとおりとさせていただきます。 

 

 

記 

 

１．募金の目標額   一戸あたり２００円 

 

２．納入場所     飯南町内ＪＡ各支店 

（頓原支店、赤来支店） 

 

３．納入方法     ＪＡ窓口にて振り込み 

※同封依頼票に必ず金額を記入してください。 

       各自治会内にて集金いただき、ＪＡ窓口にて振り込んでください。 

 

     ４．納入期限     令和６年５月３１日（金） 

 

 

お問い合わせ先 

 飯南町産業振興課 

 林業振興担当 

  TEL ７６－２２１４ 
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令和６年度 飯南町新産業創出支援事業補助金の申請受付について 

補助金募集要項 

【趣旨】 

 町内企業等における雇用の拡大または維持を図るため、新産業の創出や新商品開発、新事

業展開等を行う団体等に対し、事業に必要な設備導入費や調査研究費を補助いたします。 

 

【対象者】 

１ 町内に法人格を有する中小企業者 

２ 町内のＮＰＯ法人 

３ 町商工会会員 

４ 町内に法人格を持たない任意団体（別途組織の要件有り） 

 

【事業の内容】 

１．新産業雇用創出支援事業（ハード事業）  採択予定件数：1件程度 

○補助対象事業  

  新製品・新商品開発、新事業展開、新技術等の取得、納品先等の要望対策など、新たな

設備投資等により事業完了後 2年以内において雇用の増加が見込まれる、または、新たに

取り組む事業の売上高が補助金交付申請額の 2 倍以上を達成できる事業に対して必要な

経費を補助します。 

  ※農業生産に関する事業については、対象外となっています。 

 ○対象事業費：１００万円～４００万円まで 

○補助金額：対象事業費１／２（補助率）、上限２００万円を補助します。  

 ○必須条件：資金調達方法として、対象事業費１／２以上の融資借入を条件とします。 

   例１）補助対象事業費 ４００万円の場合 

      内訳 ２００万円（補助金 1/2）＋２００万円（融資借入） 計４００万円事業 

   例２）補助対象事業費 ２００万円の場合 

      内訳 １００万円（補助金 1/2）＋１００万円（融資借入） 計２００万円事業 

 

２．小規模新商品開発支援事業（ソフト事業）  採択予定件数：１件程度 

○補助対象事業 

  地域資源を活かした新商品の試作・製作等に係る経費や商品分析による研究経費、新事

業展開に必要な調査事業、市場調査に要する経費について補助します。 

○補助金額 

  ３０万円を上限に定額補助します（最低事業費１５万円以上）。 

  ※自己資金等は必要ありません。全額補助金の事業実施も可能です。 

 

【事業実施期間】 

  補助金交付決定日から令和７年３月２１日までとします。 

 

【補助対象経費】 

 ○ハード事業：機械整備費、備品購入費、その他町長が特に必要と認める経費 

○ソフト事業：報酬・謝金、使用料、旅費、印刷製本費、原材料、委託費等 



 
 

2 

【募集期間・提出期限】 

 募集期間 令和６年４月１９日（金）～令和６年６月１４日（金）必着 

 

【応募方法】 

 飯南町新産業創出支援事業補助金交付要綱（以下「要綱」という。）に定める補助金交

付申請書（様式第１号）と併せて、下記書類を添付してください。 

 ①補助対象事業概要書（様式第２号） 

  ②補助対象事業計画書（様式第３号） 

  ③定款 

④経歴が分かるもの（会社紹介パンフレット等） 

⑤見積書及び金額根拠が分かるもの 

⑥町税納税証明書（滞納が無いことを証明するため） 

  ⑦直近決算書 2期分 

  ⑧法人格を持たない団体は、１）５名以上の会員名簿、２）会計規程、３）規約を添付 

 

【審査・採択・決定】 

１ 事業提案の審査については、令和６年７月上旬にプレゼンテーション形式の選考会を

実施します。 

２ 事業の採択は、要綱に定める新産業創出支援事業選考委員会にて審査し決定します。 

３ 採択した事業については、実施方法や執行額などに条件を付す場合があります。 

４ 審査・採択基準は、概ね下記のとおりです。 

 ・本事業の活用による発展性、将来性があるか。 

 ・実現可能で、持続的展開が可能な具体的事業計画であるか。 

 ・事業実施により地域経済の波及効果、雇用増加、維持が見込まれるか。 

 ・地域資源の特徴を活かしたものであるか。 

５ 交付決定は、令和６年７月中旬を予定しています。 

６ 新産業雇用創出支援事業（ハード事業）は、金融機関等による融資借入決定後、正式

な交付決定となります。 

 

【申込方法】 

応募に当たっては、交付申請等が必要となりますので、詳しくは産業振興課 商工振興担

当までご相談ください。 

応募様式に記入の上、下記まで提出してください。（様式は HPに掲載） 

 

【お問合せ・提出先】 

飯南町役場産業振興課 商工振興担当 

電話：０８５４－７６－２２１４ ＦＡＸ：０８５４－７６－３９５０ 
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令和６年４月１９日 

自治区長 様 

飯南町長 塚原 隆昭 

（産業振興課） 

 

「い～にゃんＰＡＹ」in ぼたんまつり 

 

平素は町行政の推進に格別のご理解ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、令和５年１２月から運用を開始している「い～にゃんＰＡＹ」について

は、令和６年３月末時点の加入率が９割程度となっており、多くの皆様にご加入

いただいているところです。 

今後、更なる普及と利用促進を図っていくため、ぼたんまつりにおいて、「い

～にゃんＰＡＹ」特設ブースを設置することとしました。 

 多くの皆様のご来場をお待ちしております。 

 

日 時：５月１２日（日）１０：００～１５：００ 

場 所：飯南町役場周辺（メインイベント会場内） 

 

（お問い合わせ） 

・飯南町商工会 電話 76-2118 

・飯南町役場 産業振興課 電話 76-2214 



【 飯南町 外出支援タクシー助成事業 】 

 

 

 

次の全てに該当される方へ 

○18 歳以上の飯南町民（高校生を除く） 

  ○運転免許を持たない方 

  ○町税等公共料金に滞納がない方 

このような支援を行います 

〇町内でのタクシー移動に対し運賃の 

半額助成を行います 

〇年度内 24 回の利用可能 
 

詳しくは裏面をご覧ください 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

運転免許を持たない方への支援 

【飯南町 外出支援タクシー助成事業】 

運転免許を持たない方を助成対象者とし、移動手段の向上をはかります。 

町内でのタクシー利用に対し、運賃の半額を助成します。 

●助成対象者●（次の全てに該当する方） 

 ○18 歳以上の飯南町民（高校生を除く） 

 ○運転免許を持たない方 

 ○町税等公共料金に滞納がない方 

●申請方法● 

○役場窓口（各支所）で、申請書を記入し提出 

・保険証（飯南町民、18 歳以上が確認できるもの） 

●注意事項● 

○『資格証』… 本人のみ利用可能です（同乗可） 

… 他人への譲渡・貸与は禁じます 

… 有効期限は 3 月末日まで（毎年度申請が必要です） 

… 紛失された場合は再交付します 

○ 資格要件から外れたり、利用に不正が認められた場合は資格を停止します 

○ 免許停止中の方はこの事業の対象となりません 

●利用方法● 

○助成対象者に『資格証』を交付 

○タクシー乗車時に『資格証』を呈示 ⇒ 運賃が半額(10円未満切捨)になります 

〇『資格証』は 24 回まで利用できます 

○飯南町内での移動に限ります ※町外への利用はできません 

○指定タクシー会社２社に限ります 

  ・赤来地域にお住まいの方 → ㈲赤来交通     ℡76-2065 

・頓原地域にお住まいの方 → ㈱とんばら総合開発 ℡72-0003 

◎お問い合わせ先 

 飯南町役場 保健福祉課 

  ℡0854-72-1770 

◎申請できる窓口 

○本庁舎(住民課) ○頓原基幹支所 

○来島支所     ○志々支所 



【 飯南町 外出支援タクシー助成事業 】  令和６年４月１日現在 

 
 

 

 

次の全てに該当される方へ 

○飯南町民 

  ○『令和４年 4 月１日以降』に 

運転免許を自主返納された方

  ○町税等公共料金に滞納がない方 

このような支援を行います 

〇町内でのタクシー移動に使える

20,000 円分の優待乗車券を 

交付します
 

 

詳しくは裏面をご覧ください 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

運転免許を自主返納された方への支援 

【飯南町 外出支援タクシー助成事業】 

令和４年４月１日以降に、運転免許を自主返納された方に対し、 

町内でのタクシー利用に使える 20,000円分の優待乗車券を交付します。 

●助成対象者●（次の全てに該当する方） 

 ○飯南町民 

 ○「令和４年４月１日以降」に運転免許を自主返納された方 

 〇『優待乗車券』の交付を受けておられない方 

 ○町税等公共料金に滞納がない方 

●申請方法● 

○役場窓口（各支所）で、申請書を記入し提出 

・保険証（飯南町民であり 18 歳以上であることが確認できるもの） 

・警察署が発行する運転免許取消通知書 

（運転免許を令和４年４月１日以降に自主返納したことがわかるもの） 

●注意事項● 

○『資格証』『優待乗車券』…本人のみ利用可能です（同乗可） 

…他人への譲渡・貸与は禁じます 

…有効期限は交付から３年間（3年目の 3月末日まで） 

…『資格証』を紛失された場合は再交付します 

…『優待乗車券』は再交付できません 

○ 資格要件から外れたり、利用に不正が認められた場合は資格を停止します 

○『優待乗車券』を使い切った場合、同じ年度内でも【タクシー半額助成】の 

申請ができます 

 

●利用方法● 

○助成対象者に『資格証』と『優待乗車券』20,000 円分（500 円券×40枚）を交付 

○タクシー乗車時に『資格証』を呈示 ⇒『優待乗車券』が利用できます 

※おつりは出ません 

○飯南町内での移動に限ります ※町外への利用はできません 

○指定タクシー会社２社に限ります 

  ・頓原地域にお住まいの方 → ㈱とんばら総合開発 ℡72-0003 

・赤来地域にお住まいの方 → ㈲赤来交通     ℡76-2065 

◎お問い合わせ先 

 飯南町役場 保健福祉課 

  ℡0854-72-1770 

◎申請できる窓口 

○本庁舎(住民課) ○頓原基幹支所 

○来島支所     ○志々支所 







１３：３０～１６：００

個別
相談会

島根県東部発達障害者支援センター ウィッシュ

整理整頓が苦手
他の人が考えている
ことが理解できない

２つ以上の作業を同時に
こなそうとすると混乱する

ざわざわしたところに
いるのは苦手

人と会話する
ことが苦手

飯南町保健福祉課 保健師 ☎７２－１７７０お問い合わせ先

完全予約制

－ 申込み方法 －

完全予約制です。ご希望の方は
保健福祉課までご予約ください。

飯南町保健福祉センター

島根県東部発達障害者支援センター
ウィッシュ スタッフ

5/7（火）

９/3（火）

１２/3（火）

３/4（火）

Ｒ６

Ｒ７

対応者

日 時

・ご本人、ご家族の方
・関係機関の支援者の方

対象者

場 所











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

   

 

 

 

 
 

 

 

   

 

  

 

 

 
  

新型コロナウイルス対策 

私がまもる みんなをまもる 
 ～新型コロナウイルス感染症について～  

－令和 6年 4月－ 

 

 

  

   

 

  

   

 

 

発熱・風邪等の症状のある方の相談 

かかりつけ医療機関にご相談ください。  

 

 

 

★相談・お問い合わせ 

保健福祉センター（保健福祉課） 

☎0854-72-1770 

祝日を除く 月～金 8：30～17：00 

令和６年４月からの治療薬の費用が変わります。 

   ３月３１日まで 

 

治療薬の薬剤費のうち、上限額を 

超える部分を公費で負担 

【上限額】 

１割負担の方  3,000 円 

２割負担の方  6,000 円 

３割負担の方  9,000 円 

 

     

   

 

新型コロナウイルス感染症と診断されたら 

  ＜療養の考え方＞ 

・外出自粛は求められませんが、発症後５日間が経過し、かつ解熱および症状軽快から 

24時間経過するまでは、自主的に外出を控えることが推奨されます。 

 また、発症後 10日間が経過するまでは、マスクの着用や高齢者等のハイリスク者との 

接触を控える等の周りの方へうつさないよう配慮をお願いします。 

・児童生徒は学校保健安全法に基づき出席停止になる場合があります。 

・公共交通機関の利用が可能になりますが、症状がある際はマスク着用等の配慮をお願い 

します。 

  

＜同居のご家族について＞ 

・新型コロナ患者さんの「濃厚接触者」として特定されることはありません。 

・同居のご家族も外出自粛は求められませんが、患者さんの発症日を０日として特に５日 

間は十分に体調に注意してください。また、7 日間が経過するまではマスクの着用や高齢 

者等のハイリスク者との接触を控える等の配慮をお願いします。 

・ご家族と患者さんとは可能な限り部屋を分け、患者さんのお世話はできるだけ限られた 

方で行うことなどに注意してください。 

 

 

   

 

 

○通常の医療体制に移行し、公費負担は終了し

ます。 

○医療費の自己負担額に応じた、通常の窓口

負担になります。 

【医療保険において、毎月の窓口負担（治療薬

の費用を含む）について、高額療養費制度が設

けられており、所得に応じた限度額以上の自己

負担は生じません】 

 

4月 1日から 
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本部でアンケートに答えて抽選券をGET!



※5/12（日）のみ

※5/12（日）のみ 飯南町役場

※5/12（日）のみ

※5/3（金･祝）～12（日）

12
無料休憩所

屋内休憩所
（赤名農村環境改善センター）5/12

進入禁止

5/12
進入禁止5/12

進入禁止

5/12
進入禁止

はたらく車コーナー

 9：50　【プレオープンステージ】
　　　　よさこい、総踊り（よさこいチーム）

10：00　実行委員長 あいさつ
10：05　銭太鼓（赤名保育所・来島保育所）
10：30　神楽（飯南神楽団）
11：30　よさこい（よさこいチーム）
12：00　赤来中学校吹奏楽演奏
12：15　第 1 回特産品抽選会
12：30　おしゃべりエンターテイナーゆーき（腹話術＆マジック）
12：50　よさこい（よさこいチーム）
13：30　神楽（飯南神楽団）
14：30　第 2 回特産品抽選会
14：55　よさこいフィナーレ総踊り

10：00～15：00　木工教室

10：00～15：00　よさこい、総踊り
 （よさこいチーム）

10：00～15：00
除雪車、消防車、自衛隊車、パトカー
車両展示、試乗、
JAF コーナー 
など

●営業時間:11:00～14:00（ラストオーダー13:30）
　　　　　 17:00～20:00（ラストオーダー19:30）

飯石郡飯南町下赤名 940-4

康 

文
直 

城

新車・中古車・オーディオ・オイル・ETC
鈑金塗装・塩害防錆処理・タイヤ＆アルミ

㈲飯南自動車整備工場

飯石郡飯南町上赤名126-4 ☎（0854）76-2668

ラムネ MILK 堂
飯石郡飯南町花栗 48
☎（0854）72-1720

掛合支店　　　TEL　0854-62-0130
赤名出張所　　TEL　0854-76-2661

ニコニコタクシー　TEL７２-０００３
山陰中央新報･中国新聞･日経新聞･毎日新聞

産経新聞･サンスポ･スポニチ
TEL７２-１８００  FAX７２-１８００

TTD Corporation
株式会社とんばら総合開発

地域と共に未来を拓く


